
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  固定資産を譲渡担保に提供したとき             

Ｑ：当社は、取引先からの融資の担保とし

て、当社の土地建物を借入金の完済後に買い

戻す条件で取引先に譲渡しました。この場合

の取扱いは、どうなりますか？ 

                                              

Ａ：いわゆる譲渡担保である場合は、譲渡

はなかったものとして経理することが認めら

れます。 

【解説】 

譲渡担保とは、担保の目的物の所有権を債

権者に譲渡する物的担保のことをいい、目的

物の占有を債権者に移転する場合と債務者が

貸借契約により目的物を引き続き占有し使用

する場合とがあります。後者の場合は、経済

的実質において通常の担保権と何ら変わりが

ないことから、税務では会社が債務の弁済の

担保としてその固定資産を譲渡した場合にお

いて、その契約書に次のすべての事項が明ら

かにされており、自己の固定資産として経理

しているときは、譲渡はなかったものとして

取り扱われこととされています。 

①その担保に係る固定資産を会社が今までど

おり使用収益すること 

②通常支払うと認められる債務に係る利子又

はこれに相当する使用料の支払いに関する定

めがあること 

ただし、契約後において、その要件のいず

れかが満たされなくなった場合や債務不履行

のためその弁済に充てられたときは、その事

実が生じたときにおいて譲渡があったものと

して取り扱われることとなっています。 
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